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個別行政法から学ぶ仕組み解釈 
平成２９年７月２２日（土） 

ＬＥＣ東京リーガルマインド専任講師 武山茂樹 
１．建築確認・建築許可 
（１）建築確認 
・建築物を建築しようとする建築主は、建築主事に確認の申請書を提出して建築確認を受

け、確認済証の交付を受けなければならない（建基６Ⅰ）。 
※建築主事とは、確認に関する事務をつかさどる者をいい、都道府県または人口２５万以

上の市におかれる（４ⅠⅤ）。 
※建築主事は、建築確認をする場合、原則としてその確認する建築物の工事施行地または

所在地を管轄する消防長または消防署長の同意を得なければならない（９３条１項）。 
 理由）事後に瑕疵があったら大変なので、事前に法令適合性をチェックする。 
・建築確認が必要でない建築物もある。都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区にお

いて建築物を新築、増改築、移転する場合には建築確認が原則必要（６条１項４号）。 
大規模な特殊建築物や一定の大規模建築物等は、 地域を問わず建築確認が原則必要（６

条１項１号ないし３号） 
（２）完了検査 
・建築確認を受けて建築した後、完了検査制度がある（７条）。完了検査の後、検査済証が

交付。 
・確認、検査については指定確認検査機関でも可能（６条の２、７条の２、７条の４）。 
（３）審査請求 
・建築確認、完了検査などについては審査請求は、建築審査会に対してする（９４条１項）。 
（４）違反建築物に対する是正命令等 
 ９Ⅰ 
（５）判例 
①最一昭和 34.1.29  百選Ⅰ２４事件（第６版） 
事案：Ｘは、知事に対し建築許可を申請し、いったんはＹ消防長が同意したものの、周辺

住民の反対にあい、Ｙは同意を取消した。そこで、Ｘは同意取消処分の取消と無効確認を

求めて出訴した。 
判旨：行政処分とは、「公権力の主体たる国又は公共団体がその行為によって、国民の権利

義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められている場合」をいう。「従って、

かかる抗告訴訟の対象となるべき行政庁の行為は、対国民との直接の関係において、その

権利義務に関係あるものたることを必要とし、行政機関相互間における行為は、その行為

が、国民に対する直接の関係において、その権利義務を形成し、又はその範囲を確定する

効果を伴うものでない限りは、抗告訴訟の対象とならない」 
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②最一昭和 59.10.26  百選Ⅱ１８３事件（第６版） 
事案：Ｙは、訴外Ａらの申請に係る各土地上に建築する各建物につき建築確認をした。そ

の後、当該建築確認に基づいて建物が建築されたが、ＸらはＹのなした建築確認の取消を

求めて出訴した。 
判旨：「建築基準法によれば、建築主は、同法六条一項の建築物の建築等の工事をしよう 
とする場合においては、右工事に着手する前に、その計画が当該建築物の敷地、構造及び

建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定（以下「建築関係規定」と

いう。）に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受

けなければならず（六条一項。以下この確認を「建築確認」という。）、建築確認を受けな

い右建築物の建築等の工事は、することができないものとされ（六条五項）、また、建築主

は、右工事を完了した場合においては、その旨を建築主事に届け出なければならず（七条

一項）、建築主事が右届出を受理した場合においては、建築主事又はその委任を受けた当該

市町村若しくは都道府県の吏員は、届出に係る建築物及びその敷地が建築関係規定に適合

しているかどうかを検査し（七条二項）、適合していることを認めたときは、建築主に対し

検査済証を交付しなければならないものとされている（七条三項）。そして、特定行政庁は、

建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に違反した建築物又は建築物の敷地

については、建築主等に対し、当該建築物の除却その他これらの規定に対する違反を是正

するために必要な措置をとることを命ずることができる（九条一項。以下この命令を「違

反是正命令」という。）、とされている。これらの一連の規定に照らせば、建築確認は、建

築基準法六条一項の建築物の建築等の工事が着手される前に、当該建築物の計画が建築関

係規定に適合していることを公権的に判断する行為であつて、それを受けなければ右工事

をすることができないという法的効果が付与されており、建築関係規定に違反する建築物

の出現を未然に防止することを目的としたものということができる。しかしながら、右工

事が完了した後における建築主事等の検査は、当該建築物及びその敷地が建築関係規定に

適合しているかどうかを基準とし、同じく特定行政庁の違反是正命令は、当該建築物及び

その敷地が建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合しているかどうかを

基準とし、いずれも当該建築物及びその敷地が建築確認に係る計画どおりのものであるか

どうかを基準とするものでない上、違反是正命令を発するかどうかは、特定行政庁の裁量

にゆだねられているから、建築確認の存在は、検査済証の交付を拒否し又は違反是正命令

を発する上において法的障害となるものではなく、また、たとえ建築確認が違法であると

して判決で取り消されたとしても、検査済証の交付を拒否し又は違反是正命令を発すべき

法的拘束力が生ずるものではない。したがつて、建築確認は、それを受けなければ右工事

をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものというべきである

から、当該工事が完了した場合においては、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失わ

れるものといわざるを得ない。」 
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２．道路指定 
（１）接道義務 
・都市計画区域および準都市計画区域内においては、建築物の敷地は、原則として、道路

に２ｍ以上接しなければならない（４３条１項、接道義務）。 
・建築基準法上の「道路」とは、原則として幅員４ｍ以上のものをいう（４２条１項）。 
（２）二項道路 
・幅員４ｍ未満の道であっても、①都市計画区域に指定されるなどして接道義務の規定が

適用されるに至った際、現に道として存在し、②すでに建物が立ち並んでいるもののうち、

③特定行政庁の指定したものは、建築基準法の「道路」とみなされる（４２条２項） 
 その場合、道路の中心線から水平距離２ｍ後退した線が道路の境界線とみなされる（セ

ットバック）。道路とみなされる部分は、通常の道路と同様に、原則として建築物などを建

築することができない。 
（３）道路内における建築制限 
・道路内に建物を建てたり、敷地の造成のための擁壁をつくったりすることは原則として

禁止（４４ⅠⅡ参照） 
（４）判例 
★最一平成 14.1.17 百選Ⅱ１６１事件（第６版） 
事案：本件通路部分を含む奈良県南葛城郡ａ町（現在の奈良県御所市）は，法の施行日で

ある昭和２５年１１月２３日以前から都市計画区域に指定されていたところ，被上告人は，

同年１１月２８日付け奈良県告示第３５１号により，「都市計画区域内において建築基準法

施行の際現に建築物が立ち並んでいる幅員４ｍ未満１．８ｍ以上の道」を２項道路に指定

し，同３７年１２月２８日付け奈良県告示第３２７号（以下「本件告示」という。）により，

上記第３５１号の告示を廃止するとともに「幅員４ｍ未満１．８ｍ以上の道」を２項道路

に指定した。上告人が，前記所有地上の建物新築工事の建築確認申請に先立ち，本件通路

部分が２項道路に当たるか否かを奈良県高田土木事務所に照会したところ，平成元年１月

３０日，建築主事から本件通路部分は２項道路である旨の回答がされた。 
 原審は，上記事実関係の下で，本件告示は，包括的に一括して幅員４ｍ未満１．８ｍ以

上の道を２項道路とすると定めたにとどまり，本件通路部分等特定の土地について個別具

体的にこれを指定するものではなく，不特定多数の者に対して一般的抽象的な基準を定立

するものにすぎないのであって，これによって直ちに建築制限等の私権制限が生じるもの

でないから，抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとし，本件訴えを不適法なもの

として却下した。 
判旨：「法４２条２項は，同条１項各号の道路に該当しない道であっても，法第３章の規定

が適用されるに至った時点において，現に建築物が立ち並んでいる幅員４ｍ未満の道で，

特定行政庁の指定したものは，同項の道路とみなし，その中心線から水平距離２ｍの線を

道路の境界とみなすものとしている。 
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 同条２項の特定行政庁の指定は，同項の要件を満たしている道について，個別具体的に

対象となる道を２項道路に指定するいわゆる個別指定の方法でされることがある一方で，

本件告示のように，一定の条件に合致する道について一律に２項道路に指定するいわゆる

一括指定の方法でされることがある。同項の文言のみからは，一括指定の方法をも予定し

ているか否かは必ずしも明らかではないが，法の前身というべき市街地建築物法の建築線

制度における行政官庁による指定建築線については行政官庁の制定する細則による一括指

定もされていたこと，同項の規定は法の適用時点において多数存在していた幅員４ｍ未満

の道に面する敷地上の既存建築物を救済する目的を有すること，現に法施行直後から多数

の特定行政庁において一括指定の方法による２項道路の指定がされたが，このような指定

方法自体が法の運用上問題とされることもなかったことなどを勘案すれば，同項はこのよ

うな一括指定の方法による特定行政庁の指定も許容しているものと解することができる。 
 本件告示は，幅員４ｍ未満１．８ｍ以上の道を一括して２項道路として指定するもので

あるが，これによって，法第３章の規定が適用されるに至った時点において現に建築物が

立ち並んでいる幅員４ｍ未満の道のうち，本件告示の定める幅員１．８ｍ以上の条件に合

致するものすべてについて２項道路としての指定がされたこととなり，当該道につき指定

の効果が生じるものと解される。原判決は，特定の土地について個別具体的に２項道路の

指定をするものではない本件告示自体によって直ちに私権制限が生じるものではない旨を

いう。しかしながら，それが，本件告示がされた時点では２項道路の指定の効果が生じて

いないとする趣旨であれば，結局，本件告示の定める条件に合致する道であっても，個別

指定の方法による指定がない限り，特定行政庁による２項道路の指定がないことに帰する

こととなり，そのような見解は相当とはいえない。 
 そして，本件告示によって２項道路の指定の効果が生じるものと解する以上，このよう

な指定の効果が及ぶ個々の道は２項道路とされ，その敷地所有者は当該道路につき道路内

の建築等が制限され（法４４条），私道の変更又は廃止が制限される（法４５条）等の具体

的な私権の制限を受けることになるのである。そうすると，特定行政庁による２項道路の

指定は，それが一括指定の方法でされた場合であっても，個別の土地についてその本来的

な効果として具体的な私権制限を発生させるものであり，個人の権利義務に対して直接影

響を与えるものということができる。  
したがって，本件告示のような一括指定の方法による２項道路の指定も，抗告訴訟の対

象となる行政処分に当たると解すべきである。」 
３．用途地域の指定 
（１）都市計画区域の指定 
・都道府県は、都市として一体的に整備しようとする場合は、都市計画区域を指定する（都

市計画法５Ⅰ） 
・計画的な市街化を図るため必要なときは、市街化区域と市街化調整区域に分ける（区域

区分、都市計画法７） 
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（２）用途地域の指定 
・都市計画区域には、用途地域などの地域地区を定めることができる（都市計画法８、９） 
（３）建築基準法の用途規制 
・建築基準法で、用途地域に合わせて用途規制が定められる（建築基準法 48、別表第二） 
（４）判例 
★最一昭和 57.4.22 百選Ⅱ１６０事件（第６版） 
事案：岩手県知事Ｙの工業地域指定によって病院建設ができなくなったＸが、工業地域の

地域指定の取消しを求めた。 
判旨：「都市計画区域内において工業地域を指定する決定は、都市計画法８条１項１号に基

づき都市計画決定の一つとしてなされるものであり、右決定が告示されて効力を生ずると、

当該地域内においては、建築物の用途、容積率、建ぺい率等につき」更なる規制がかかる

が、「かかる効果は、……当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれにすぎ

ず、（したがって、）このような効果を生ずるということだけからただちに右地域内の個人

に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったものとして、これに対する抗告訴訟を肯定

することはできない」。なお、右地域内の土地上に現実に制限を受ける者が存する場合には、

その者は現実に自己の土地利用上の権利を侵害されているということができるが、この場

合右の者は右建築の実現を阻止する行政庁の具体的処分をとらえ、前記の地域指定が違法

であることを主張して右処分の取消しを求めることにより権利救済の目的を達する途が残

されていると解されるから、前記のような解釈をとっても格別の不都合は生じない。 
 
４．建ぺい率、容積率、総合設計許可 
（１）建ぺい率 
・建ぺい率＝建築物の建築面積の敷地面積に対する割合（建築基準法 53Ⅰ） 
・用途地域によって選択できる数値が決まり、その中から都市計画で定める 
例）近隣商業地域の場合は、６／１０か８／１０。どちらになるかを都市計画で定める 
（２）容積率 
・容積率＝建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合（建築基準法 52Ⅰ） 
・用途地域によって選択できる数値が決まり、その中から都市計画で定める 
（３）高さ制限、斜線制限 
 建築基準法 55、56 
（４）総合設計制度 
・総合設計制度とは、例えば高層ビルを建てるとき、その敷地内に公開空地を設けると、

建ぺい率や容積率、高さ制限、斜線制限などの様々な規制が緩和されるもの（建築基準法

59 の２Ⅰ）。 
（５）判例 
★最三平成 14.1.22 百選Ⅱ１７６事件（第６版） 
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事案：東京都知事はＡに対し、建築基準法 59 条の２に基づく総合設計許可を与えた。これ

に対し、当該建物の近隣における建築物の所有者・居住者であるＸらは、建築物の建築に

より、良好な住環境、日照、プライバシー等の生活上の利益が侵害されるとして、処分の

取消しを求めて訴訟を提起した。 
判旨：「建築基準法は、52 条において建築物の容積率制限、55 条及び 56 条において高さ制

限を定めているところ、これらの規定は、本来、建築密度、建築物の規模等を規制するこ

とにより、建築物の敷地上に適度な空間を確保し、もって、当該建築物及びこれに隣接す

る建築物等における日照、通風、採光等を良好に保つことを目的とするものであるが、そ

のほか、当該建築物に火災その他の災害が発生した場合に、隣接する建築物等に延焼する

などの危険を抑制することをもその目的に含むものと解するのが相当である。そして、同

法 59 条の２第１項は、上記の制限を超える建築物の建築につき、一定規模以上の広さの敷

地を有し、かつ、敷地内に一定規模以上の空地を有する場合においては、安全、防火等の

観点から支障がないと認められることなどの要件を満たすときに限り、これらの制限を緩

和することを認めている。……同項が必要な空間を確保することとしているのは、当該建

築物及びその周辺の建築物における日照、通風、採光等を良好に保つなど快適な居住環境

を確保することができるようにするとともに、地震、火災等により当該建築物が倒壊、炎

上するなど万一の事態が生じた場合に、その周辺の建築物やその居住者に重大な被害が及

ぶことがないようにするためであると解される」。そして、「同項の趣旨・目的、同項が総

合設計許可を通して保護しようとしている利益の内容・性質等に加え、同法が建築物の敷

地、構造等に関する最低の基準を定めて国民の生命、健康及び財産の保護を図ることなど

を目的とするものである（１条）ことにかんがみれば、同法 59 条の２第１項は、上記許可

に係る建築物の建築が市街地の環境の整備改善に資するようにするとともに、当該建築物

の倒壊、炎上等による被害が直接的に及ぶことが想定される周辺の一定範囲の地域に存す

る他の建築物についてその居住者の生命、身体の安全等及び財産としてのその建築物を、

個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むものと解すべきである。そ

うすると、総合設計許可に係る建築物の倒壊、炎上等により直接的な被害を受けることが

予想される範囲の地域に存する建築物に居住し又はこれを所有する者は、総合設計許可の

取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を

有すると解するのが相当である」。 
「ところで，原審は，被上告人東京都知事が本件建築物が東京都総合設計許可要綱所定

の各種基準に適合することを確認して本件各許可をしたことを認定した上で，本件建築物

は上記基準に適合するものであり，同被上告人が第３種高度斜線制限の適用除外の許可の

要件を満たすと判断して本件都市計画許可をしたことに，その裁量権の範囲を逸脱し，又

はこれを濫用した違法があるということはできないから，上告人Ａ１外３名の同被上告人

に対する本件都市計画許可の取消請求は理由がなく棄却すべきものと判断している。そし

て，後述のとおり，原審の上記認定判断は是認することができるものであり，上記認定判
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断に徴すれば，上告人らの同被上告人に対する本件総合設計許可の取消請求もまた，理由

のないものであることが明らかである。以上によると，本件総合設計許可の取消請求は理

由がないものとして棄却すべきこととなるが，いわゆる不利益変更禁止の原則により，上

告を棄却するにとどめるほかはない。」 
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参照条文 
都市計画法 
 
第一条   この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業

その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備

を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。  
 
（都市計画の基本理念）  
第二条   都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及

び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理

的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。  
 
（都市計画区域）  
第五条   都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当す

る町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通

量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として

総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するも

のとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計

画区域を指定することができる。 
 (以下省略）  
 
（区域区分）  
第七条   都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必

要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分（以下「区域区分」

という。）を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分

を定めるものとする。  
 (以下省略） 
 
（地域地区）  
第八条   都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定め

ることができる。  
一   第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、

第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地

域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域（以下「用途地域」と総称する。）  
二   特別用途地区  
二の二   特定用途制限地域  
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二の三   特例容積率適用地区  
二の四   高層住居誘導地区  
三   高度地区又は高度利用地区  
四   特定街区  
 （略） 
３   地域地区については、都市計画に、第一号及び第二号に掲げる事項を定めるものと

するとともに、第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。  
一   地域地区の種類（特別用途地区にあつては、その指定により実現を図るべき特別の

目的を明らかにした特別用途地区の種類）、位置及び区域  
二   次に掲げる地域地区については、それぞれ次に定める事項 
イ 用途地域 建築基準法第五十二条第一項第一号 から第四号 までに規定する建築物の

容積率（延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。）並びに同法第五十三条の二

第一項 及び第二項 に規定する建築物の敷地面積の最低限度（建築物の敷地面積の最低限

度にあつては、当該地域における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。） 
ロ 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域 建築基準法第五十三条第一項

第一号 に規定する建築物の建ぺい率（建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同

じ。）、同法第五十四条 に規定する外壁の後退距離の限度（低層住宅に係る良好な住居の環

境を保護するため必要な場合に限る。）及び同法第五十五条第一項 に規定する建築物の高

さの限度 
ハ 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住

居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 建築基準

法第五十三条第一項第一号 から第三号 まで又は第五号 に規定する建築物の建ぺい率 
（略） 
三   面積その他の政令で定める事項  
（略） 
 
第九条    第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため

定める地域とする。  
２   第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する

ため定める地域とする。  
３   第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため

定める地域とする。  
４   第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護

するため定める地域とする。  
５   第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域とする。  
６   第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域とする。  
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７   準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図

りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。  
８   近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内

容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。  
９   商業地域は、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。  
１０   準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進す

るため定める地域とする。  
１１   工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。  
１２   工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域とする。  
（略） 
２０   防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地

域とする。  
２１   風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区とする。  
２２   臨港地区は、港湾を管理運営するため定める地区とする。 
 
  



11 
 

建築基準法 
（目的）  
第一条   この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、

国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的と

する。  
 
（建築主事）  
第四条   政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第

一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければな

らない。  
２   市町村（前項の市を除く。）は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定によ

る確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。  
５   都道府県は、都道府県知事の指揮監督の下に、第一項又は第二項の規定によつて建

築主事を置いた市町村（第九十七条の二を除き、以下「建築主事を置く市町村」という。）

の区域外における建築物に係る第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどら

せるために、建築主事を置かなければならない。  
 
（建築物の建築等に関する申請及び確認）  
第六条   建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合（増

築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる

規模のものとなる場合を含む。）、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替

をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該

工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定（この法律並びにこれに基づく命令及

び条例の規定（以下「建築基準法令の規定」という。）その他建築物の敷地、構造又は建築

設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以

下同じ。）に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を

受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更（国

土交通省令で定める軽微な変更を除く。）をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を

建築しようとする場合（増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一

号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。）、これらの建築物の大規模の修

繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようと

する場合も、同様とする。  
一   別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積

の合計が百平方メートルを超えるもの  
二   木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十

三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの  
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三   木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超え

るもの  
（略） 
２   前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は

移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メ

ートル以内であるときについては、適用しない。  
３   建築主事は、第一項の申請書が提出された場合において、その計画が次の各号のい

ずれかに該当するときは、当該申請書を受理することができない。  
一   建築士法第三条第一項 、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第二十条の二第一

項若しくは第二十条の三第一項の規定又は同法第三条の二第三項 の規定に基づく条例の

規定に違反するとき。  
二   構造設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の二第一項 の建築物の

構造設計を行つた場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一

級建築士が確認した構造設計によるものでないとき。  
三   設備設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の三第一項 の建築物の

設備設計を行つた場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一

級建築士が確認した設備設計によるものでないとき。  
４   建築主事は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項第一号から第三号ま

でに係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るものにあ

つてはその受理した日から七日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適

合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認

したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。  
７   建築主事は、第四項の場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定

に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定するこ

とができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期

間（前項の規定により第四項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間）内に

当該申請者に交付しなければならない。  
８   第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修

繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。  
 
（国土交通大臣等の指定を受けた者による確認）  
第六条の二   前条第一項各号に掲げる建築物の計画（前条第三項各号のいずれかに該当

するものを除く。）が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第七十七条の

十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県

知事が指定した者の確認を受け、国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受

けたときは、当該確認は前条第一項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証
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とみなす。  
 
（建築物に関する完了検査）  
第七条   建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で

定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。   
４   建築主事が第一項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事又はその

委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員（以下この章において「建築主事等」と

いう。）は、その申請を受理した日から七日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が

建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。  
５   建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷

地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところ

により、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。  
 
（違反建築物に対する措置）  
第九条   特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した

条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に

関する工事の請負人（請負工事の下請人を含む。）若しくは現場管理者又は当該建築物若し

くは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命

じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様

替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要

な措置をとることを命ずることができる。 
 （略） 
 
（道路の定義）  
第四十二条   この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メー

トル（特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認

めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及

び第三項において同じ。）以上のもの（地下におけるものを除く。）をいう。  
一   道路法 （昭和二十七年法律第百八十号）による道路  
（略） 
２   この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル

未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみな

し、その中心線からの水平距離二メートル（前項の規定により指定された区域内において

は、三メートル（特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認め

る場合は、二メートル）。以下この項及び次項において同じ。）の線をその道路の境界線と

みなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地、川、線路
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敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及

びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。  
 
（敷地等と道路との関係）  
第四十三条   建築物の敷地は、道路（次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、

以下同じ。）に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地

を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交

通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したも

のについては、この限りでない。  
一   自動車のみの交通の用に供する道路  
 
（道路内の建築制限）  
第四十四条   建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出し

て建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物につ

いては、この限りでない。  
一   地盤面下に設ける建築物  
二   公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通

行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの  
三   地区計画の区域内の自動車のみの交通の用に供する道路又は特定高架道路等の上空

又は路面下に設ける建築物のうち、当該地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基

準に適合するものであつて特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるも

の  
四   公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他

の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの  
２   特定行政庁は、前項第四号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、

建築審査会の同意を得なければならない。  
 
（用途地域等）  
第四十八条   第一種低層住居専用地域内においては、別表第二(い)項に掲げる建築物以外

の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域におけ

る良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可

した場合においては、この限りでない。  
２   第二種低層住居専用地域内においては、別表第二(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物

は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種低層住居専用地域における良好な

住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合

においては、この限りでない。  
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３   第一種中高層住居専用地域内においては、別表第二(は)項に掲げる建築物以外の建築

物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種中高層住居専用地域における良

好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した

場合においては、この限りでない。  
４   第二種中高層住居専用地域内においては、別表第二(に)項に掲げる建築物は、建築し

てはならない。ただし、特定行政庁が第二種中高層住居専用地域における良好な住居の環

境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合において

は、この限りでない。  
５   第一種住居地域内においては、別表第二(ほ)項に掲げる建築物は、建築してはならな

い。ただし、特定行政庁が第一種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認

め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。  
６   第二種住居地域内においては、別表第二(へ)項に掲げる建築物は、建築してはならな

い。ただし、特定行政庁が第二種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認

め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。  
７   準住居地域内においては、別表第二(と)項に掲げる建築物は、建築してはならない。

ただし、特定行政庁が準住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は

公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。  
８   近隣商業地域内においては、別表第二(ち)項に掲げる建築物は、建築してはならない。

ただし、特定行政庁が近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容

とする商業その他の業務の利便及び当該住宅地の環境を害するおそれがないと認め、又は

公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。  
９   商業地域内においては、別表第二(り)項に掲げる建築物は、建築してはならない。た

だし、特定行政庁が商業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと

認めて許可した場合においては、この限りでない。  
１０   準工業地域内においては、別表第二(ぬ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。

ただし、特定行政庁が安全上若しくは防火上の危険の度若しくは衛生上の有害の度が低い

と認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。  
１１   工業地域内においては、別表第二(る)項に掲げる建築物は、建築してはならない。

ただし、特定行政庁が工業の利便上又は公益上必要と認めて許可した場合においては、こ

の限りでない。  
１２   工業専用地域内においては、別表第二(を)項に掲げる建築物は、建築してはならな

い。ただし、特定行政庁が工業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得

ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。  
１３   第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、

第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地

域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域（以下「用途地域」と総称する。）
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の指定のない区域（都市計画法第七条第一項 に規定する市街化調整区域を除く。）内にお

いては、別表第二（わ）項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁

が当該区域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないと認

め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。  
１４   特定行政庁は、前各項のただし書の規定による許可をする場合においては、あら

かじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、か

つ、建築審査会の同意を得なければならない。ただし、前各項のただし書の規定による許

可を受けた建築物の増築、改築又は移転（これらのうち、政令で定める場合に限る。）につ

いて許可をする場合においては、この限りでない。  
１５   特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可し

ようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の三日前までに公

告しなければならない。  
 
（容積率）  
第五十二条   建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合（以下「容積率」という。）は、

次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。ただし、

当該建築物が第五号に掲げる建築物である場合において、第三項の規定により建築物の延

べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有すると

きは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある第一種住居地域、

第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定

められた第二号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。  
一   第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物（第六号に掲げる

建築物を除く。） 
  十分の五、十分の六、十分の八、十分の十、十分の十五又は十分の二十のうち当該地

域に関する都市計画において定められたもの  
（略） 
 
（建ぺい率）  
第五十三条   建築物の建築面積（同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、

その建築面積の合計）の敷地面積に対する割合（以下「建ぺい率」という。）は、次の各号

に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。  
一   第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、

第二種中高層住居専用地域又は工業専用地域内の建築物 
  十分の三、十分の四、十分の五又は十分の六のうち当該地域に関する都市計画におい

て定められたもの  
（略） 
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（第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度）  
第五十五条   第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築

物の高さは、十メートル又は十二メートルのうち当該地域に関する都市計画において定め

られた建築物の高さの限度を超えてはならない。 
（略） 
  
（建築物の各部分の高さ）  
第五十六条   建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。  
一   別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応

じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内にお

いては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数

値を乗じて得たもの  
（略） 
（敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例）  
第五十九条の二   その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で

定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障が

なく、かつ、その建ぺい率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされてい

ることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率又は各部分

の高さは、その許可の範囲内において、第五十二条第一項から第九項まで、第五十五条第

一項、第五十六条又は第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることが

できる。  
２   第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。  
 

別表第二 用途地域等内の建築物の制限（第二十七条、第四十八条、第六十八条

の三関係）  

（い） 第一種低層住居

専用地域内に建

築することができ

る建築物 

一 住宅 

二 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる

もののうち政令で定めるもの 

三 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

四 学校（大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を
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除く。）、図書館その他これらに類するもの 

五 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

六 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類する

もの 

七 公衆浴場（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関

する法律（昭和二十三年法律第百二十二号）第二条第六項

第一号に該当する営業（以下この表において「個室付浴場

業」という。）に係るものを除く。） 

八 診療所 

九 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で

定める公益上必要な建築物 

十 前各号の建築物に附属するもの（政令で定めるものを除

く。） 
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別表第三 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限 （第五十六

条、第九十一条関係）  

  （い） （ろ） （は） （に） 

  建築物がある地域、地区又は区域 第五十二条第一

項、第二項、第七

項及び第九項の

規定による容積

率の限度 

距離 数値 

一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専

用地域、第一種中高層住居専用地域若しくは第

二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一

種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地

域内の建築物（四の項に掲げる建築物を除く。）

十分の二十以下

の場合 

二十メ

ートル 

一・

二五 

十分の二十を超

え、十分の三十

以下の場合 

二十

五メー

トル 

十分の三十を超

え、十分の四十

以下の場合 

三十メ

ートル 

十分の四十を超

える場合 

三十

五メー

トル 
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（消防法） 
第七条  建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用につ

いて許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は

建築基準法 （昭和二十五年法律第二百一号）第六条の二第一項（同法第八十七条第一項に

おいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による確認を行う指定確認

検査機関（同法第七十七条の二十一第一項 に規定する指定確認検査機関をいう。以下この

条において同じ。）は、当該許可、認可若しくは確認又は同法第六条の二第一項の規定によ

る確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得な

ければ、当該許可、認可若しくは確認又は同項の規定による確認をすることができない。

ただし、確認（同項 の規定による確認を含む。）に係る建築物が都市計画法（昭和四十三

年法律第百号）第八条第一項第五号 に掲げる防火地域及び準防火地域以外の区域内におけ

る住宅（長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。）である場合又は建築主事が建築

基準法第八十七条の二において準用する同法第六条第一項の規定による確認をする場合に

おいては、この限りでない。  
２   消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合において、当該

建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定（建築基準法第六条第四項 
又は第六条の二第一項 （同法第八十七条第一項の規定によりこれらの規定を準用する場合

を含む。）の規定により建築主事又は指定確認検査機関が同法第六条の四第一項第一号若し

くは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕（同法第二条第十四号 の大規模の修繕を

いう。）、大規模の模様替（同法第二条第十五号の大規模の模様替をいう。）若しくは用途の

変更又は同項第三号に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を求められ

たときは、同項の規定により読み替えて適用される同法第六条第一項の政令で定める建築

基準法令の規定を除く。）で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同

法第六条第一項第四号に係る場合にあつては、同意を求められた日から三日以内に、その

他の場合にあつては、同意を求められた日から七日以内に同意を与えて、その旨を当該行

政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。この

場合において、消防長又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるとき

は、これらの期限内に、その事由を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認

検査機関に通知しなければならない。 
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